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 議           事 て ん 末 

 議  案  

 ・第１２号議案 越谷市いじめ防止基本方針改定案の原案決定について 原案可決 

 ・第１３号議案 越谷市立小中学校学区審議会委員の委嘱について 原案可決 

 ・第１４号議案 越谷市障害児就学支援委員会委員の委嘱について 原案可決 

 ・第１５号議案 越谷市学校給食運営委員会委員の委嘱について 原案可決 

議 ・第１６号議案 越谷市立小中学校結核対策検討委員会委員の任命について 原案可決 

 ・第１８号議案 越谷市科学技術体験センター運営委員会委員の委嘱について 原案可決 

 ・第１９号議案 越谷市スポーツ推進審議会委員の任命について 原案可決 

・第１７号議案 平成３１年度使用小中学校教科用図書採択に係る越谷市立小中 

学校使用教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命について 
原案可決 

 その他  

事 ・越谷市立小中学校学区審議会答申について  

 ・平成３０年度学級編制（平成３０年４月６日現在）について  

 ・平成２９年度児童生徒結核精密検査の実施状況について  

状   

況   
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    ◎開会の宣告 

堀川委員長職務代理者 それでは、これより４月の定例教育委員会会議を開会いたします。 

  なお、本日は、住田委員長が欠席のため、私が委員長の代理として会議を主宰いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

なお、議事に入ります前に、４月１日付で事務局の人事異動がございましたので、ここで改め

て教育委員会会議に出席する職員の紹介をお願いいたします。 

永福教育総務部長 こんにちは。お世話になります。私は、教育総務部長を拝命いたしました永福

と申します。よろしくお願いを申し上げます。 

  では、教育総務部の職員をご紹介申し上げます。まず、本日市外出張しておりまして欠席して

おりますが、福田博が教育総務部副部長兼ねて生涯学習課長ということで就任をいたしておりま

す。順次ご紹介申し上げます。 

  まず、渡辺真浩教育総務課長でございます。 

  八木下太スポーツ振興課長でございます。 

  横山みどり図書館長でございます。 

  小林中子生涯学習課調整幹兼ねて科学技術体験センター所長でございます。 

  中野聡生涯学習課調整幹でございます。 

  鈴木研司出羽公民館長でございます。 

  教育総務部につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

瀧田学校教育部長 それでは、続きまして学校教育部の職員を紹介させていただきます。 

  私は学校教育部長の瀧田優でございます。よろしくお願いいたします。 

  引き続きまして、岡本順学校教育部副参事兼ねて学務課長でございます。 

  石川智啓学校教育部副参事兼ねて給食課長でございます。 

  鈴木雅彦学校教育部副参事兼ねて教育センター所長でございます。 

  紺野功学校管理課長でございます。 

山口徳明指導課長でございます。 

  齋藤道雄学校管理課調整幹でございます。 

青木元秀指導課調整幹でございます。 

  中山佳孝給食課調整幹兼ねて第一学校給食センター所長でございます。 

  原田肇子教育センター調整幹でございます。 

  以上をもちまして紹介とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

堀川委員長職務代理者 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、議事進行に入ります。 
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  本定例会に関し、５名の方から傍聴許可願が提出されておりますので、許可します。また、会

議中に許可願が提出された場合は、同様に許可いたします。 

（午後 ３時００分） 

    ◎第１２号議案 越谷市いじめ防止基本方針改定案の原案決定について 

堀川委員長職務代理者 はじめに、第12号議案「越谷市いじめ防止基本方針改定案の原案決定につ

いて」、教育長の説明を求めます。 

吉田教育長 指導課長。 

山口指導課長 それでは、第12号議案 越谷市いじめ防止基本方針改定案の原案決定について、ご

説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、会議要項の１ページをご覧ください。 

越谷市いじめ防止基本方針改定案の原案決定について。 

越谷市いじめ防止基本方針改定案の原案を別冊のとおり決定するものとする。 

平成30年４月26日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、国及び県のいじめの防止等のための基本的な方針の改定に伴い、越

谷市いじめ防止基本方針を改定する必要があるため、提案するものでございます。 

続きまして、別冊、「越谷市いじめ防止基本方針改定案の原案決定について」をお開きください。

平成30年２月の定例教育委員会会議において、越谷市いじめ防止基本方針（素案）についてご協

議いただいた後、自治基本条例第26条第２項の規定に基づき、３月１日から３月30日にかけて意

見公募手続を実施いたしました。この結果、市民からのご意見等はゼロ件でございました。した

がいまして、こちらに掲載しておりますとおり、改定案の原案として提案するものでございます。 

次に、今後の予定についてご説明させていただきます。本日ご審議いただき議決された改定案

は、市長の決裁を受けて改定、施行の運びとなります。また、市の基本方針を参酌し、各学校の

学校いじめ防止基本方針の見直しについても校長会を通して指示し、６月末を目途として進めて

まいります。 

最後に、今回の見直しに係る新旧対照表を資料の１ページに掲載しておりますので、ご参照い

ただきたいと存じます。 

第12号議案についてのご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

堀川委員長職務代理者 これより本案に対し、質疑、討論を行います。 

ご質問またはご意見等ございますでしょうか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 これより第12号議案を採決いたします。 

  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 
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          〔「異議なし」と答える者あり〕 

堀川委員長職務代理者 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

    ◎第１３号議案 越谷市立小中学校学区審議会委員の委嘱について 

     第１４号議案 越谷市障害児就学支援委員会委員の委嘱について 

     第１５号議案 越谷市学校給食運営委員会委員の委嘱について 

     第１６号議案 越谷市立小中学校結核対策検討委員会委員の任命について 

     第１８号議案 越谷市科学技術体験センター運営委員会委員の委嘱について 

     第１９号議案 越谷市スポーツ推進審議会委員の任命について 

堀川委員長職務代理者 次に、第13号議案から第16号議案及び第18号議案と第19号議案につきまし

ては、選出母体における平成30年度の役職改選等に伴う附属機関の委員の委嘱及び任命に係る案

件でございますので、一括して説明を受けた後、各議案に対する質疑、討論を行うことといたし

ます。 

  教育長の説明を求めます。 

吉田教育長 学務課長。 

岡本学務課長 それでは、越谷市立小中学校学区審議会委員の委嘱についてご説明いたします。 

  恐れ入りますが、会議要項の３ページをご覧ください。 

第13号議案 越谷市立小中学校学区審議会委員の委嘱について。 

越谷市立小中学校学区審議会委員を次のとおり委嘱するものとする。 

それでは、表に沿って選出区分、氏名、選出母体・役職等、性別、任期の順に読み上げさせて

いただきます。その際、敬称については省略をさせていただきます。 

越谷市立小中学校学区審議会委員。 

２号委員、大西久雄、越谷市中学校長会・平方中学校長、男、平成30年８月７日まで、新任。 

平成30年４月26日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、選出母体における平成30年度の役職改選等に伴い、会田研司氏の後

任委員を委嘱する必要があるため、提案するものでございます。 

続きまして、会議要項の４ページをご覧ください。ご参考までに、今回ご提案させていただい

た１名を加えた、平成30年４月26日現在の越谷市立小中学校学区審議会委員名簿（案）を掲載し

ておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

  第13号議案についてのご説明は以上でございます。 

吉田教育長 教育センター所長。 

鈴木教育センター所長 続きまして、第14号議案 越谷市障害児就学支援委員会委員の委嘱につい

てご説明いたします。 



－6－ 

恐れ入りますが、会議要項の５ページをご覧ください。 

第14号議案 越谷市障害児就学支援委員会委員の委嘱について。 

越谷市障害児就学支援委員会委員を次のとおり委嘱するものとする。 

それでは、表に沿って選出区分、氏名、選出母体・役職等、性別、任期の順にご説明いたしま

す。なお、敬称については省略をさせていただきます。 

越谷市障害児就学支援委員会委員。 

１号委員、小野里美帆、文教大学教育学部教授、女、平成31年３月31日まで、新任。 

３号委員、齋藤紀義、越谷市小学校長会・増林小学校長、男、平成31年３月31日まで、新任。 

３号委員、田嶋栄蔵、越谷市小学校教頭会・桜井南小学校教頭、男、平成31年３月31日まで、

新任。 

平成30年４月26日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、選出母体における平成30年度の役職改選等に伴い、今野義孝氏、兼

子紀美江氏、土谷昌秋氏の後任委員を委嘱する必要があるため、提案するものでございます。 

続きまして、会議要項の６ページをご覧ください。ご参考までに、今回ご提案させていただい

た３名を加えた、平成30年４月26日現在の越谷市障害児就学支援委員会委員名簿（案）を掲載し

ておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

  第14号議案についてのご説明は以上でございます。 

吉田教育長 給食課長。 

石川給食課長 続きまして、第15号議案 越谷市学校給食運営委員会委員の委嘱について、ご説明

させていただきます。 

恐れ入りますが、会議要項の７ページをご覧いただきたいと存じます。 

第15号議案 越谷市学校給食運営委員会委員の委嘱について。 

越谷市学校給食運営委員会委員を次のとおり委嘱するものとする。 

それでは、表に沿って選出区分、氏名、選出母体・役職等、性別、任期の順に申し上げます。

なお、敬称については省略をさせていただきます。 

越谷市学校給食運営委員会委員。 

１号委員、江村恵里子、越谷市小学校長会・桜井小学校長、女、平成31年６月30日まで、新任。 

１号委員、川嶋歩、越谷市小学校長会・川柳小学校長、男、平成31年６月30日まで、新任。 

１号委員、松村哲延、越谷市中学校長会・栄進中学校長、男、平成31年６月30日まで、新任。 

１号委員、浅賀公彦、越谷市中学校長会・大相模中学校長、男、平成31年６月30日まで、新任。 

６号委員、原繁、越谷市保健所・所長、男、平成31年６月30日まで、新任。 

平成30年４月26日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、選出母体における平成30年度の役職改選等に伴い、竹内敏昭氏、藤



－7－ 

井健治氏、峯裕彦氏、井上聡氏、山川英夫氏の後任委員を委嘱する必要があるため、提案するも

のでございます。 

続きまして、会議要項の８ページをご覧ください。ご参考までに、今回ご提案させていただい

た５名を加えた、平成30年４月26日現在の越谷市学校給食運営委員会委員名簿（案）を掲載して

おりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

  第15号議案についてのご説明は以上でございます。 

吉田教育長 学務課長。 

岡本学務課長 続きまして、第16号議案 越谷市立小中学校結核対策検討委員会委員の任命につい

て、ご説明いたします。 

恐れ入りますが、会議要項の９ページをご覧ください。 

第16号議案 越谷市立小中学校結核対策検討委員会委員の任命について。 

越谷市立小中学校結核対策検討委員会委員を次のとおり任命するものとする。 

それでは、表に沿って選出区分、氏名、選出母体・役職等、性別、任期の順にご説明いたしま

す。その際、敬称については省略をさせていただきます。 

越谷市立小中学校結核対策検討委員会委員。 

３号委員、原繁、越谷市保健所・所長、男、平成31年３月31日まで、新任。 

平成30年４月26日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、選出母体における平成30年度の人事異動に伴い、山川英夫氏の後任

委員を任命する必要があるため、提案するものでございます。 

続きまして、会議要項の10ページをご覧ください。ご参考までに、今回ご提案をさせていただ

いた１名を加えた、平成30年４月26日現在の越谷市立小中学校結核対策検討委員会委員名簿（案）

を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

  第16号議案についてのご説明は以上でございます。 

吉田教育長 科学技術体験センター所長。 

小林科学技術体験センター所長 それでは、第18号議案 越谷市科学技術体験センター運営委員会

委員の委嘱について、ご説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、会議要項の15ページをご覧ください。 

第18号議案 越谷市科学技術体験センター運営委員会委員の委嘱について。 

越谷市科学技術体験センター運営委員会委員を次のとおり委嘱するものとする。 

それでは、表に沿って選出区分、氏名、選出母体・役職等、性別、任期の順にご説明させてい

ただきます。なお、敬称については省略をさせていただきます。 

越谷市科学技術体験センター運営委員会委員。 

２号委員、石山秀樹、越谷市中学校長会・大袋中学校長、男、平成31年11月７日まで、新任。 
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２号委員、市村洋子、埼玉県高等学校長協会・越谷ブロック・越谷総合技術高等学校長、女、

平成31年11月７日まで、新任。 

平成30年４月26日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、選出母体における平成30年度の役職改選等に伴い、中村保雄氏、福

島光男氏の後任委員を委嘱する必要があるため、提案するものでございます。 

続きまして、会議要項の16ページをご覧ください。ご参考までに、今回ご提案させていただい

た２名を加えた、平成30年４月26日現在の越谷市科学技術体験センター運営委員会委員名簿（案）

を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

  第18号議案についてのご説明は以上でございます。 

吉田教育長 スポーツ振興課長。 

八木下スポーツ振興課長 それでは、第19号議案 越谷市スポーツ推進審議会委員の任命について、

ご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、会議要項の17ページをご覧ください。 

第19号議案 越谷市スポーツ推進審議会委員の任命について。 

越谷市スポーツ推進審議会委員を次のとおり任命するものとする。 

それでは、表に沿って選出区分、氏名、選出母体・役職等、性別、任期の順にご説明させてい

ただきます。なお、敬称については省略させていただきます。 

越谷市スポーツ推進審議会委員。 

２号委員、井出聡、越谷市役所・都市整備部長、男、平成30年７月31日まで、新任。 

平成30年４月26日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、選出母体における平成30年度の人事異動に伴い、服部義昭氏の後任

委員を任命する必要があるため、提案するものでございます。 

続きまして、会議要項の18ページをご覧ください。ご参考までに、今回ご提案させていただい

た１名を加えた、平成30年４月26日現在の越谷市スポーツ推進審議会委員名簿（案）を掲載して

おりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

  第19号議案についての説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

堀川委員長職務代理者 これより本案に対し、質疑、討論を行います。 

  はじめに、第13号議案 越谷市立小中学校学区審議会委員の委嘱について、ご質問またはご意

見等ございますでしょうか。よろしいですか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 これより第13号議案を採決いたします。 

  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 
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堀川委員長職務代理者 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

  次に、第14号議案 越谷市障害児就学支援委員会委員の委嘱について、ご質問またはご意見等

ございますか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 これより第14号議案を採決いたします。 

  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 

堀川委員長職務代理者 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

  次に、第15号議案 越谷市学校給食運営委員会委員の委嘱について、ご質問またはご意見等ご

ざいますか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 これより第15号議案を採決いたします。 

  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 

堀川委員長職務代理者 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

  次に、第16号議案 越谷市立小中学校結核対策検討委員会委員の任命について、ご質問または

ご意見等ございますか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 これより第16号議案を採決いたします。 

  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 

堀川委員長職務代理者 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

  次に、第18号議案 越谷市科学技術体験センター運営委員会委員の委嘱について、ご質問また

はご意見等ございますか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 これより第18号議案を採決いたします。 

  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 

堀川委員長職務代理者 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

  続きまして、第19号議案 越谷市スポーツ推進審議会委員の任命について、ご質問またはご意

見等ございますでしょうか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 これより第19号議案を採決いたします。 
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  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 

堀川委員長職務代理者 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

    ◎第１７号議案 平成３１年度使用小中学校教科用図書採択に係る越谷市立小中学校使用 

教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命について 

堀川委員長職務代理者 続きまして、第17号議案「平成31年度使用小中学校教科用図書採択に係る

越谷市立小中学校使用教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命について」、教育長の説明を求め

ます。 

吉田教育長 指導課長。 

山口指導課長 それでは、第17号議案 平成31年度使用小中学校教科用図書採択に係る越谷市立小

中学校使用教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命について、ご説明いたします。 

  恐れ入りますが、会議要項の11ページをご覧ください。 

第17号議案 平成31年度使用小中学校教科用図書採択に係る越谷市立小中学校使用教科用図書

選定委員会委員の委嘱又は任命について。 

平成31年度使用小中学校教科用図書採択に係る越谷市立小中学校使用教科用図書選定委員会委

員を別紙のとおり委嘱又は任命するものとする。 

平成30年４月26日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、平成31年度使用小中学校教科用図書採択に当たり、越谷市立小中学

校使用教科用図書選定委員会条例に基づき、越谷市立小中学校使用教科用図書選定委員会委員を

委嘱又は任命する必要があるため、提案するものでございます。 

続きまして、会議要項の13ページをお開きください。越谷市立小中学校使用教科用図書選定委

員会につきましては、越谷市立小中学校使用教科用図書選定委員会条例第３条第１項の規定によ

り、委員16人以内で組織するものとされております。 

また、構成は、同条第２項の規定に基づき、１号委員として、学校に在籍する児童又は生徒の

保護者、２号委員として、教科書の採択について識見を有する者、３号委員として、学校の校長

又は教頭となっております。 

今年度は、小学校教科用図書11種目及び中学校教科用図書１種目の採択年度であることから、

教育としての高い専門性を維持するとともに、多面的、多角的な視点から調査研究を行い、採択

のための有効な資料を作成するため、15人の委員を委嘱又は任命いたします。 

任期は、同条例第４条において、委嘱又は任命の日から当該日の属する年の８月31日までと規

定されており、今回委嘱又は任命させていただく委員の皆様につきましては、平成30年５月２日

から平成30年８月31日までとなります。 
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名簿は、選出区分、氏名、選出母体・役職等、性別、任期の順に掲載しております。 

それでは、順に読み上げさせていただきます。その際、任期及び敬称については省略をさせて

いただきます。 

はじめに、１号委員ですが、高橋亜美子、越谷市ＰＴＡ連合会・理事、女。 

斎藤昭博、越谷市ＰＴＡ連合会・理事、男の計２名でございます。 

次に、２号委員ですが、大友みどり、十文字学園女子大学、女の１名でございます。 

最後に、３号委員ですが、高橋勝、越谷市立桜井南小学校・校長、男。 

木場真理、越谷市立千間台小学校・校長、男。 

野口久男、越谷市立花田小学校・校長、男。 

鈴木恵子、越谷市立大袋東小学校・校長、女。 

五十畑勝己、越谷市立城ノ上小学校・校長、男。 

菅野敦子、越谷市立蒲生第二小学校・教頭、女。 

日暮恭明、越谷市立越ヶ谷小学校・教頭、男。 

伊藤貴重、越谷市立大沢北小学校・校長、男 

村木淑子、越谷市立大袋小学校・教頭、女。 

関口利夫、越谷市立大袋北小学校・校長、男。 

斉藤紀義、越谷市立増林小学校・校長、男。 

母壁浩一、越谷市立光陽中学校・校長、男の計12名でございます。 

第17号議案についてのご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

堀川委員長職務代理者 これより本案に対し、質疑、討論を行います。 

  ご質問またはご意見等ございますでしょうか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 これより第17号議案を採決いたします。 

  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 

堀川委員長職務代理者 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

    ◎その他 

堀川委員長職務代理者 それでは、続きまして、その他の報告事項に入ります。 

「越谷市立小中学校学区審議会答申について」、教育長の説明を求めます。 

吉田教育長 学務課長。 

岡本学務課長 それでは、越谷市立小中学校学区審議会答申についてご報告いたします。 

  恐れ入りますが、会議要項の19ページをご覧ください。 
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本答申は、平成27年５月29日付継続審議事項及び平成28年８月９日付にて当該審議会に対し諮

問した事項についての答申でございます。平成30年３月22日に開催された平成29年度第５回越谷

市立小中学校学区審議会において提出されたものでございます。 

続きまして、会議要項の21ページをご覧ください。これまでの経緯等を踏まえた最終的な答申

の内容でございます。当該ページにもございますように、大相模小学校につきましては、平成31年

４月から大相模小学校の通学区域の一部であるレイクタウン５丁目のうち、シティテラスを含む

南側を川柳小学校の通学区域に見直すことが望ましいとされ、また千間台小学校の通学区域の見

直しに関しましては、当該校の将来推計上における転用可能教室数に幾らかの余裕があることな

どから、現状のとおりとするとされております。 

教育委員会事務局といたしましては、当該審議会答申を踏まえまして、今後大相模小学校の通

学区域の見直しを進めるため、越谷市立小学校及び越谷市立中学校の通学区域並びに就学すべき

学校指定に関する規則の規則改正の準備を進め、教育委員会会議に議案提出を行ってまいりたい

と考えております。 

越谷市立小中学校学区審議会答申についてのご報告は以上でございます。 

堀川委員長職務代理者 ただいまの事務局の説明に対して、ご質問、ご意見等はございますか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 ないようですので、この件については以上といたします。 

  続きまして、「平成30年度学級編制（平成30年４月６日現在）について」、教育長の説明を求め

ます。 

吉田教育長 学務課長。 

岡本学務課長 それでは、平成30年度学級編制（平成30年４月６日現在）でございます。これにつ

きましてご報告いたします。 

  小学校と中学校、２枚ございますので、よろしくお願いいたします。 

まず最初に、会議要項の23ページの小学校の一覧表をご覧ください。なお、表の中央と右端の

比較増減の欄にあります黒の三角印は減少、減を表してございます。表中央の下の合計欄にあり

ますが、平成30年４月６日現在の在籍児童数は１万8,013人、前年度が１万8,041人でございまし

た。昨年度に比べて28人の減となっております。また、表右端の下の合計欄にありますが、学級

数は607学級、前年度が599学級でございます。昨年度に比べ８クラスの増となっております。 

  次に、会議要項の25ページの中学校の一覧表をご覧ください。同じく表中央の下の合計欄にあ

りますが、平成30年４月６日現在の在籍生徒数は8,437人、前年度が8,618人でございます。昨年

度に比べ181人の減となっております。また、表右端の下の合計欄にありますが、学級数は257学

級、昨年度261学級でございました。昨年度に比べ４クラスの減となっております。 

平成30年度学級編制（平成30年４月６日現在）についてのご報告は以上でございます。 
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堀川委員長職務代理者 ただいまの事務局の説明に対して、ご質問、ご意見等はございますか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 私から１つご質問。 

  レイクタウンの隣接するところは人口増が著しくて、余裕教室などこれからいろいろ考えなけ

ればいけないところかと思いますが、それと対象的に増林小学校、今年１年生16名ということで、

今後の見通しなど少しお伺いできればと思います。 

吉田教育長 学務課長。 

岡本学務課長 それでは、申し上げます。 

  今、堀川委員長職務代理からございましたとおり、ぱっと見ましても三角の数が随分増えてい

る状況にあります。ですが、エリアによっては、今度学級数のほうに目を移していただきますと、

例えば明正小学校は４学級増、それから川柳小学校は３学級増というような形で、さまざまなエ

リアによっての差が生まれている状況がございます。 

その中で、今お尋ねの増林小学校でございますが、これらの推計値を出すに当たりまして、私

どもといたしましては、社会増というよりは自然増の部分も含めまして推計値のほうを出してお

ります。増林小学校は、それによりますと今後、今が170名ということでございますが、大体推計

値とほぼ一致している状況がございます。私どもの２年前の推計値で173という形でございました。

その後、私どもの推計でいきますと平成35年に大体161名ということで推計を出しております。こ

れはエリアにもよります。それから、小学校の場合には、いわゆる住民基本台帳に登載されてお

りますゼロ歳児からの推計でございますので、ですから社会増という部分については、加味はし

ておりませんけれども、現在例えば増林小学校の学区内にお住まいの方のゼロ歳児から５歳児等

を勘案しましてこのような推計値となっている状況です。 

  以上です。 

堀川委員長職務代理者 ありがとうございました。では、少しずつ減少していくという状況ですね。 

  他にございませんでしょうか。 

  進藤委員さん、お願いします。 

進藤委員 今度は中学校なのですが、昨年と比べて181名減ということで、随分減ったなと思うので

すが、これは自然にやはりどんどん減っていくという傾向の一環なのか、それともやはり今どき

ですから、私立中学校に進学される方が多いからなのか、その辺は何か分析できていますでしょ

うか。 

吉田教育長 学務課長。 

岡本学務課長 今の表をご覧いただきますと、平成29年４月６日現在、つまり今から１年前の数字

のほうのデータとして載せさせていただいております。そちらが今度小学校のほうに目を転じて

いただきますと、平成29年４月６日現在の人数をご覧いただきたいと存じます。そうしますと、
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学年が６のところがございます。そこをずっと下に見ていただきますと、通常学級が2,829名、特

別支援学級が48名ということで、これだけの人数の児童が29年度の卒業生ということになります。

では、そしてそれが中学校に上がってきたときに、今度は中学校のもの、平成30年４月６日現在

の１年生の欄と比べていただくような形になります。 

それで、市内の中学校に通っている児童が市外の学校に転出したり、あるいは私立中学校等に

移動していった者を勘案しますと、大体180名ぐらいでございます。参考までに、私立中学校が、

私どもの学齢簿上では153名、３月１日現在でございますので、その分もう少し動いている可能性

もございます。参考までに、１年前の平成29年３月１日現在は、私立中学校に181名ということで

在籍がございます。ですので、数といたしましては、30名ほど少なくはなっている状況ではござ

いますが、やはり全体の数が少し減ってきているというものが少しここに出ているかなと思いま

す。 

  以上でございます。 

堀川委員長職務代理者 他にございませんか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 ないようですので、この件については以上とさせていただきます。 

  続きまして、「平成29年度児童生徒結核精密検査の実施状況について」、教育長の説明を求めま

す。 

吉田教育長 学務課長。 

岡本学務課長 それでは、平成29年度児童生徒結核精密検査の実施状況についてご報告いたします。 

  恐れ入りますが、会議要項の27ページをご覧いただきたいと存じます。 

  在籍児童生徒数２万6,677人、前年度が２万6,700人でございましたが、その中で結核検診の実

施者数が２万6,485人でございます。未受診者数が192人で、実施割合は99.3％でございました。

未受診の主な理由は、長期欠席や健診日に欠席したためなどでございます。 

また、要検討者、いわゆる越谷市立小中学校結核対策検討委員会で検討した児童生徒は55人、

前年度は62名でございましたが、その中で要精検者数が48人、そして精検実施者が47人、未受検

者が１人でございます。未受検者は、２学期、平成29年の９月に海外からの編入者でございまし

て、現在保護者に対して受検をいただくように引き続きお願いをしているところでございます。 

  さらに、精検実施後の結果でございますが、47人全員が健康に異常なく過ごしているというこ

とでございます。なお、今後も健康診断の未受診者及び精密検査の未受診者がいる場合には、受

診あるいは検査を受けるよう、引き続き保護者に働きかけていきたいと存じます。 

  平成29年度児童生徒結核精密検査の実施状況についてのご報告は以上でございます。 

堀川委員長職務代理者 ただいまの事務局の説明に対して、ご質問、ご意見等はございますか。 

          〔発言する者なし〕 



－15－ 

堀川委員長職務代理者 ないようですので、この件については以上といたします。 

  他に何かございますでしょうか。 

荒木委員さん。 

荒木委員 ４月16日から中学校で午後６時半から留守番電話対応になりましたが、状況はどのよう

になっていますでしょうか。 

吉田教育長 学務課長。 

岡本学務課長 では、ご説明申し上げます。 

  保護者の皆様方にご案内させていただきましたとおり、４月の16日から小中学校とも６時15分

から翌朝の７時半までが留守番電話の設定時刻という形でやらせていただいております。学校の

ほうにもあらかじめさまざまな形で周知をしたことで、６時15分から順調にスタートできている

ものかというふうに考えております。 

  私どもが非常に心配をしておりましたのは、万が一何かあった場合に教育委員会等で連絡がで

きるようにということが、さまざまな緊急提言等でも示されておりましたので、６時15分から夜

の８時半までは、教育センターにおきまして電話の受け付けをするような形で取り組んでまいり

ました。その結果、昨日まででございますが、ですからちょうど10日間ということになりますで

しょうか、全部で５件のお尋ねがございました。５件のうち２件が、学校から保護者宛てに電話

連絡をいただいたような着信履歴があるのだけれども、それで折り返し電話をしてみたのだけれ

ども、学校が出ないようなのだというようなお話でした。これは、２件とも朝の時点で欠席の確

認を親御さんに電話を入れたところ、親御さんの電話がつながらなかったというものでございま

す。 

  あと１件は、子どもがまだ帰ってきていないのだけれどもというようなお問い合わせの電話が、

６時40分ぐらいだったのですが、２分後には再びお電話をいただき、近所の家で遊んでいました。

申しわけありませんでしたというようなお問い合わせもありました。私どもといたしましては、

今後もこのような形での対応により、教職員の働き方改革も含め、また保護者の皆様方が安心し

ていられるような状況をつくっていきたいと考えております。 

  以上です。 

堀川委員長職務代理者 他に何かよろしいでしょうか。ございませんか。 

          〔発言する者なし〕 

堀川委員長職務代理者 他になければ、以上といたします。 

  最後に、次回の教育委員会会議の日時でございますが、５月24日木曜日、午後３時から教育委

員会室で開催したいと存じますが、いかがでしょうか。 

          〔「はい」と答える者あり〕 

堀川委員長職務代理者 では、そのようにいたします。よろしくお願いいたします。 



－16－ 

    ◎閉会の宣告 

堀川委員長職務代理者 それでは、本定例会に提出されました議案等全て終了いたしました。 

これをもちまして閉会といたします。ありがとうございました。 

                                  （午後 ３時４５分） 




